
1.改定内容

(1) 利用料金を改定します。

(2) 市外料金制度を導入します。

・ 市外料金は、市内料金の２倍に相当する額です。
・ 但し、トレーニングルームの市外料金は、市内料金の１．３倍に相当する額です。

※ 新利用料金は、令和３年４月１日（木）以降の施設使用における支払いから適用します。

(3) 利用料金改定内容

香久山体育館

アリーナ 使用時間 改定後 改定前

市内料金 市外料金 料金

全面 ９時～１２時

１２時～１７時

１７時～２１時

バドミントンコート ９時～１２時

１面 １２時～１７時

１７時～２１時

トレーニング室【香久山体育館・曽我川緑地体育館】

区分 改定後

市内料金 市外料金
一時利用 一般 １人１回（２時間までにつき）

延長１時間につき

満６０歳 １人１回（２時間までにつき）

以上の者
延長１時間につき

定期券 一般

（1ヶ月）

満６０歳

以上の者

定期券 一般

（3ヶ月）

満６０歳

以上の者

定期券 一般

（6ヶ月）

満６０歳

以上の者

定期券 一般

（12ヶ月）

満６０歳

以上の者

橿原市 香久山体育館・万葉の丘スポーツ広場　利用料金改定のお知らせ
適用開始日　令和３年４月１日から

改定前

料金

620 800 620

3,920 7,840 3,350

580

2,320

200 260

530 410

20,420 15,710

10,890 8,380

1,160 620

22,000

11,520 14,970 11,520

8,380

28,600 22,000

3,660 4,750

4,640 2,720

3,920 7,840 3,350

980 1,960 830

980 1,960 830

310 400

410

3,660

2,620 3,400 2,620

41,900 54,470 41,900

【次頁に続く】

15,710

29,330 38,120 29,330
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万葉の丘スポーツ広場

パターゴルフ場 改定後 改定前

市内料金 市外料金 料金

１人１回

シューズ

パター

スティック

２．市内料金の適用対象となる施設使用申請者

(1) 橿原市内に住所を有する個人

(2) 主たる事務所の所在地が橿原市内である法人又は団体

(3)

※ 上記以外は市外料金の適用となります。

※ 市外料金の適用対象となる申請者も、スケジュール会議に参加いただけます。

３．市内料金適用の確認にあたり提出を求める書類　【令和３年２月開催スケジュール会議から適用】

(1) 団体として使用申請する場合

◆スケジュール会議に参加する場合

・ スケジュール会議参加受付時までに、下記書類を提出してください。

① スケジュール会議出席申込書【別紙①】

※ スケジュール会議出席のための申込書です。

② メンバー登録票【別紙②】

※

※ 当該年度（使用年度）のスケジュール会議出席時に既に提出済の場合は不要です。

◆（スケジュール会議には参加せず）使用申請する場合

・ 使用申請提出の際に、下記書類を提出してください。

① メンバー登録票【別紙②】

※

※ 当該年度（使用年度）のスケジュール会議出席時に既に提出済の場合は不要です。

※ 提出いただいたメンバー登録票【別紙②】は当該年度（使用年度）内において有効です。

(2) 個人として使用申請する場合

※

◆スケジュール会議に参加する場合

・ スケジュール会議参加受付時までに、下記書類を提出してください。

① スケジュール会議出席申込書【別紙①】
※ スケジュール会議出席のための申込書です。

◆（スケジュール会議には参加せず）使用申請する場合

・ 使用申請提出の際に、特に提出を求める書類はありません。

100 100 100

団体（共通の目的のために集まり、その目的のために継続的な活動を行う結合した集団）による体育
館使用の場合は、必ず「団体」として使用申請してください。
（団体の例：法人、協会、部活、クラブ、サークル、同好会、チーム等）

620 1,240 620

100 100

100 100

ミズノスポーツサービス株式会社
橿原市　香久山体育館　TEL 0744-24-2670
万葉の丘スポーツ広場　TEL 0744-25-4466

310 620 3109ホール×1ラウンド

9ホール×2ラウンド

主たる事務所をもたない法人又は団体であって、実際に使用する当該団体の構成員の半数以
上が橿原市に住所を有するもの。

主たる事務所を持たない団体で、市内料金の適用を希望する場合のみ、提出が必要です。
（実際に使用する当該団体の構成員の半数以上が橿原市に住所を有する者であること。）

主たる事務所を持たない団体が、市内料金の適用を希望する場合のみ、提出が必要です。
（実際に使用する当該団体の構成員の半数が橿原市に住所を有する者であること。）

100

100
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